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(57)【要約】
【課題】導電路の仕様に応じた識別表示を施さなくても
導電路の仕様を容易に識別することができるプロテクタ
を組み込むことによってコストを抑え、しかも、導電路
の損傷を確実に防ぐことができる導電路プロテクト構造
を提供すること。
【解決手段】導電路３０が内部に挿通された状態で導電
路３０を保護する第一プロテクタ１０と、第一プロテク
タ１０とは別体であり、かつ、導電路３０が内部に挿通
された状態で導電路３０を保護する第二プロテクタ２０
と、を含む導電路プロテクト構造１において、第一プロ
テクタ１０は、保護する導電路３０の仕様を識別するた
めの識別表示が外表面１０ａに設けられており、第二プ
ロテクタ２０は、導電路３０が第二プロテクタ２０内に
おける挿通経路全域にわたって第一プロテクタ１０の内
部に挿通された状態であり、かつ、内部に挿通された第
一プロテクタ１０の外表面１０ａの一部が目視可能な開
口２２が形成されている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電路が内部に挿通された状態で前記導電路を保護する第一プロテクタと、前記第一プ
ロテクタとは別体であり、かつ、前記導電路が内部に挿通された状態で前記導電路を保護
する第二プロテクタと、を含む導電路プロテクト構造において、
　前記第一プロテクタは、
　保護する前記導電路の仕様を識別するための識別表示が外表面に設けられており、
　前記第二プロテクタは、
　前記導電路が当該第二プロテクタ内における挿通経路全域にわたって前記第一プロテク
タの内部に挿通された状態であり、かつ、内部に挿通された前記第一プロテクタの前記外
表面の一部が目視可能な開口が形成されている
　ことを特徴とする導電路プロテクト構造。
【請求項２】
　前記第二プロテクタは、
　前記開口が前記挿通経路に沿った複数箇所に形成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の導電路プロテクト構造。
【請求項３】
　前記第一プロテクタは、
　内部に挿通された前記導電路を電磁シールド部材で覆う場合、前記電磁シールド部材が
該電磁シールド部材の外表面を露出された状態で内部に配置される
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の導電路プロテクト構造。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導電路を保護する第一プロテクタと、第一プロテクタとは別体で導電路を保
護する第二プロテクタと、を含む導電路プロテクト構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両等の電気配線に用いられるワイヤハーネスは、例えば、車両の床下等に配置
されると、小石等の飛び跳ねによって電線等の導電路が損傷され易くなるため、プロテク
タと称される外装部材によって導電路を保護し、損傷されることを防ぐようにしている。
　このプロテクタは、例えば、コルゲートチューブのような簡易な形状の筒状部材が導電
路の大部分を保護するプロテクタ（以下、「第一プロテクタ」という。）として用いられ
、部分的に剛性を高めたい場合、この筒状のプロテクタとは別体のプロテクタ（以下、「
第二プロテクタ」という。）を用いる。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、プロテクタ（第二プロテクタ）内に挿入したコルゲートチュ
ーブ（第一プロテクタ）の端部位置を確認することができる目視孔を設けたワイヤハーネ
ス用のプロテクタが記載されている。
【０００４】
　また、近年、ハイブリッド自動車等の普及により、ワイヤハーネスに高圧電線が多用さ
れるようになっている。
　このため、安全面を考慮して高圧電線を低圧電線と区別するため、電線の外表面を覆う
絶縁被覆材の色をオレンジ色に統一することによって識別することができるようにしてい
る。
【０００５】
　このような、高圧、低圧等の電線の仕様を識別する方法は、電線に取り付けられるプロ
テクタについても適用される傾向にある。このため、上述した第一プロテクタ、および、
第二プロテクタの両方についても、高圧電線を保護するものとして用いる場合には、オレ
ンジ色に着色するようになってきている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２―２１７２８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、第二プロテクタについて高圧電線の識別に対応した着色を施す場合、低
圧電線を用いるガソリン車と、高圧電線を多用するハイブリッド車とで色のみが異なるだ
けのプロテクタを使い分ける必要が生じる。
　より具体的には、図７に示すように、低圧電線Ｗ１のみを挿通して保護する第二プロテ
クタＰ１（図７（ａ）参照）は、コルゲートチューブＣ１（第一プロテクタ）が低圧電線
Ｗ１を保護することを示すのにコルゲートチューブに多用される色（以下、ナチュラル色
という。）で識別されている場合、このナチュラル色に着色されたものを用いる。
　一方、高圧電線Ｗ２を含んだ電線を挿通して保護する第二プロテクタＰ２（図７（ｂ）
参照）は、コルゲートチューブＣ２（第一プロテクタ）が高圧電線Ｗ２を保護することを
示すのにオレンジ色で識別されている場合、このオレンジ色に着色されたものを用いる。
　このため、色のみが異なる第二プロテクタを、符号Ｐ１およびＰ２に示した２品番用意
しなければならず、コストアップの原因になっていた。
【０００８】
　このような場合、特許文献１に示したように、プロテクタ（第二プロテクタ）に目視孔
を設けて、コルゲートチューブ（第一プロテクタ）の端部の色を目視孔から確認すること
によって、第二プロテクタに色分け等の識別のための処理を施さなくても電線等の導電路
の仕様を識別することは可能である。
【０００９】
　しかしながら、特許文献１に記載されたワイヤハーネス用のプロテクタは、コルゲート
チューブの端部位置にプロテクタの目視孔が位置されるようになっているため、電線がそ
の目視孔位置でプロテクタおよびコルゲートチューブのどちらにも外部から保護され難い
状態になり、外部からの侵入した水、あるいは、異物による影響を直接的に受けやすくな
り、結果的に、電線が損傷してしまうおそれがあり、しかも、目視孔からはコルゲートチ
ューブの端部周辺しか視認できないため、電線の仕様を識別するには視認し難く、現実的
でない。
【００１０】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、導電路の仕様に応じた識別表示を施さ
なくても導電路の仕様を容易に識別することができるプロテクタを組み込むことによって
コストを抑え、かつ、導電路の損傷を確実に防ぐことができる導電路プロテクト構造を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の請求項１に係る導電路プロテ
クト構造は、導電路が内部に挿通された状態で前記導電路を保護する第一プロテクタと、
前記第一プロテクタとは別体であり、かつ、前記導電路が内部に挿通された状態で前記導
電路を保護する第二プロテクタと、を含む導電路プロテクト構造において、前記第一プロ
テクタは、保護する前記導電路の仕様を識別するための識別表示が外表面に設けられてお
り、前記第二プロテクタは、前記導電路が当該第二プロテクタ内における挿通経路全域に
わたって前記第一プロテクタの内部に挿通された状態であり、かつ、内部に挿通された前
記第一プロテクタの前記外表面の一部が目視可能な開口が形成されていることを特徴とす
る。
【００１２】
　また、本発明の請求項２に係る導電路プロテクト構造は、上記の発明において、前記第
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二プロテクタが、前記開口が前記挿通経路に沿った複数箇所に形成されていることを特徴
とする。
【００１３】
　また、本発明の請求項３に係る導電路プロテクト構造は、上記の発明において、前記第
一プロテクタが、内部に挿通された前記導電路を電磁シールド部材で覆う場合、前記電磁
シールド部材が該電磁シールド部材の外表面を露出された状態で内部に配置されることを
特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の請求項１に係る導電路プロテクト構造は、前記第一プロテクタが、保護する前
記導電路の仕様を識別するための識別表示が外表面に設けられており、前記第二プロテク
タが、前記導電路が前記第二プロテクタ内における挿通経路全域にわたって前記第一プロ
テクタの内部に挿通された状態であり、かつ、内部に挿通された前記第一プロテクタの外
表面の一部が目視可能な前記開口が形成されているので、前記開口から前記第一プロテク
タの外表面に設けられた識別表示を確認することができるので、前記第二プロテクタ自体
に内部に挿通する前記導電路の仕様を識別するため識別表示を施す必要がなく、しかも、
前記開口によって露出された部分において前記導電路が前記第一プロテクタによって保護
されるようになっているので、前記導電路の仕様に応じた識別表示を施さなくても前記導
電路の仕様を容易に識別することができるプロテクタを組み込むことによってコストを抑
え、しかも、前記導電路の損傷を確実に防ぐことができる。
【００１５】
　本発明の請求項２に係る導電路プロテクト構造は、前記開口が前記第二プロテクタ内に
おける前記第一プロテクタの挿通経路に沿った複数箇所に形成されているので、複数の前
記開口から前記第一プロテクタの外表面に設けられた前記導電路の識別表示を確認するこ
とができ、しかも、前記第二プロテクタ内に侵入した水を複数の前記開口から排出するこ
とができ、さらには、前記第二プロテクタを軽量化することができる。
【００１６】
　本発明の請求項３に係る導電路プロテクト構造は、前記電磁シールド部材が前記第二プ
ロテクタ内においても途切れることなく前記第一プロテクタによって保護されることによ
って、前記第二プロテクタに設けた前記開口を通しても外部に露出されないようになって
いるため、前記第一プロテクタの内部で前記電磁シールド部材の外表面が露出された状態
であっても、前記電磁シールド部材が損傷されることを防ぐことができ、結果的に、前記
電磁シールド部材の外表面を保護するための絶縁被覆を省略することができるので、前記
電磁シールド部材を用いたシールド電線の構成を簡略化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、（ａ）および（ｂ）が本発明の実施例に係る導電路プロテクト構造を含
むワイヤハーネスの図であり、（ａ）が第二プロテクタに挿通される２本の第一プロテク
タが同一仕様の電線をそれぞれ挿通するものであり、（ｂ）が第二プロテクタに挿通され
る２本の第一プロテクタが異なる仕様の電線をそれぞれ挿通するものである。
【図２】図２は、図１に示したワイヤハーネスの第二プロテクタ周辺を拡大した図である
。
【図３】図３は、図２に示した第二プロテクタの本体から蓋を外した状態を示した図であ
る。
【図４】図４は、第一プロテクタおよびその内部に挿通された電線等を示した斜視図であ
る。
【図５】図５は、図４に示した内部に電線等が挿通された第一プロテクタの断面図である
。
【図６】図６は、図５に示した編組の外表面を絶縁被覆で覆った場合の第一プロテクタ内
部の構成を説明するための図である。



(5) JP 2017-208899 A 2017.11.24

10

20

30

40

50

【図７】図７は、従来技術を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して、本発明に係る導電路プロテクト構造の好適な実施例を詳細に説
明する。
【実施例】
【００１９】
　図１は、（ａ）および（ｂ）が本発明の実施例に係る導電路プロテクト構造１を含むワ
イヤハーネスＷＨの図であり、（ａ）が第二プロテクタ２０に挿通される２本の第一プロ
テクタ１０が同一仕様の電線をそれぞれ挿通するものであり、（ｂ）が第二プロテクタ２
０に挿通される２本の第一プロテクタ１０が異なる仕様の電線３０Ｈ、３０Ｌをそれぞれ
挿通するものである。図２は、図１に示したワイヤハーネスＷＨの第二プロテクタ２０周
辺を拡大した図である。図３は、図２に示した第二プロテクタ２０の本体２０Ａから蓋２
０Ｂを外した状態を示した図である。図４は、第一プロテクタ１０およびその内部に挿通
された電線３０等を示した斜視図である。図５は、図４に示した内部に電線３０等が挿通
された第一プロテクタ１０の断面図である。
　なお、図４では、第一プロテクタ１０内部に挿通された電線３０等を一点鎖線で示して
いる。
　図６は、図５に示した編組４０の外表面４０ａを絶縁被覆Ｓで覆った場合の第一プロテ
クタ１０内部の構成を説明するための断面図である。
　本発明の実施例に係る導電路プロテクト構造１は、例えば、車両等の電気配線に用いる
ワイヤハーネスＷＨに組み込まれるものである。
　この導電路プロテクト構造１は、ワイヤハーネスＷＨに用いられる導電路としての電線
３０の仕様を識別する必要がある場合に適用される。
【００２０】
　導電路プロテクト構造１は、導電路としての電線３０が内部に挿通されることによって
電線３０を保護する第一プロテクタ１０と、第一プロテクタ１０とは別体であり、かつ、
電線３０が内部に挿通されることによって電線３０を保護する第二プロテクタ２０と、を
含むものである。
【００２１】
　第一プロテクタ１０は、絶縁性の合成樹脂材からなる筒状部材である。なお、この実施
例では、第一プロテクタ１０として、柔軟性のある部材であるコルゲートチューブを用い
ており、図４に示すように、軸方向に沿って凹部と凸部とが交互に連続して形成された蛇
腹形状をなしている。
【００２２】
　この第一プロテクタ１０は、保護する電線３０の仕様を識別するための識別表示が外表
面に設けられている。
　より具体的には、第一プロテクタ１０は、保護する電線３０に高圧電線が含まれる場合
、オレンジ色の着色がなされたものを用いている。
　なお、第一プロテクタ１０は、保護する電線３０に高圧電線が含まれない場合、グレー
色等のナチュラル色が用いられる。
【００２３】
　この実施例では、第一プロテクタ１０は、図４および図５に示すように、２本の高圧電
線３０Ｈと、１本の低圧電線３０Ｌとが挿通され、内部に挿通されたこれらの電線３０Ｈ
、３０Ｌを保護している。
　各電線３０は、導電性の複数の素線、あるいは、単芯線からなる導体部３０ａと、導体
部３０ａの外周面を絶縁可能に被覆する絶縁性の合成樹脂からなる絶縁被覆部３０ｂと、
を有してなる。
【００２４】
　第一プロテクタ１０によって保護された２本の高圧電線３０Ｈは、電磁シールド部材と
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しての機能をなす編組４０によって覆われている。
　なお、第一プロテクタ１０は、編組４０が外表面４０ａを露出された状態で内部に配置
される。
　すなわち、編組４０の外表面４０ａは、絶縁被覆等によって保護されることなく、第一
プロテクタ１０の内部で露出された状態になっている。
　このように編組４０の外表面４０ａを絶縁被覆等によって保護せず露出した状態にして
おくことができるのは、編組４０が第二プロテクタ２０内においても途切れることなく第
一プロテクタ１０によって保護されることによって、外部に露出されないようになってい
るためである。
【００２５】
　なお、この実施例では、電磁シールド部材として編組４０を用いるものを例示したが、
これに限らず、電磁シールド部材４０としては、金属箔等、電磁シールドとして機能する
部材であればその他の部材を用いてもよい。
　また、この実施例では、編組４０の外表面４０ａを絶縁被覆等によって保護せず露出し
た状態にしておくものを例示したが、これに限らず、図６に示すように、編組４０の外表
面４０ａを絶縁被覆等によって保護するようにしても構わない。
　また、第一プロテクタ１０の内部に挿通される電線３０の構成は、この実施例に示した
ものに限定されず、その他の構成であっても構わない。例えば、第一プロテクタ１０の内
部に挿通される電線３０の本数を３本以外の本数にしてもよい。
【００２６】
　第二プロテクタ２０は、電線３０が第二プロテクタ２０内における挿通経路全域にわた
って第一プロテクタ１０の内部に挿通された状態であり、かつ、内部に挿通された第一プ
ロテクタ１０の外表面１０ａの一部が目視可能な開口２２が形成されている。
　より具体的には、第二プロテクタ２０は、図３に示すように、絶縁性の合成樹脂材から
なる本体２０Ａと、蓋２０Ｂとを有してなり、第一プロテクタ１０に比して剛性が高いプ
ロテクタになっている。
　第二プロテクタ２０は、本体２０Ａと蓋２０Ｂとによって囲われることによって形成さ
れた内部空間２１が第二プロテクタ２０一端側から他端側に貫通されるようになっている
。
　第一プロテクタ１０は、この内部空間２１を通して、第二プロテクタ２０の一端側から
他端側に挿通されるようになっている。
【００２７】
　開口２２は、第二プロテクタ２０内における電線３０の挿通経路に沿った複数箇所に形
成されている。
　なお、この実施例では、本体２０Ａと蓋２０Ｂの対向する壁２０ａ、２０ｂのそれぞれ
に同形状の開口２２が対向するように形成されている。
　また、開口２２は、電線３０の仕様を識別するためのものとして機能されるだけでなく
、第二プロテクタ２０内に侵入した水抜き用の孔としても機能されている。
　さらに、開口２２は、第二プロテクタ２０の複数箇所に形成されることによって、第二
プロテクタ２０の軽量化にも寄与するようになっている。
【００２８】
　第二プロテクタ２０は、第二プロテクタ２０の内部に設けられた不図示のガイド溝、ガ
イド突起等によって、第一プロテクタ１０が第二プロテクタ２０内の所定の挿通経路に沿
って挿通されるようになっている。
【００２９】
　このような導電路プロテクト構造１は、図２に示すように、作業者Ｏが、第二プロテク
タ２０の外側から開口２２を通して内部の第一プロテクタ１０を目視し、第一プロテクタ
１０の外表面１０ａの色を確認することによって、第二プロテクタ２０に高圧電線３０Ｈ
が挿通されているか否かを確認することができる。
　すなわち、導電路プロテクト構造１は、第二プロテクタ２０が、電線３０の仕様の識別
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のために着色等を異なるものにしなくても、開口２２を通して第一プロテクタ１０の外表
面１０ａに設けられた電線３０の仕様を識別するための識別表示を確認することによって
、第二プロテクタ２０に挿通された電線３０の仕様を識別することができるようになって
いる。
【００３０】
　本発明の実施例に係る導電路プロテクト構造１は、第一プロテクタ１０が、保護する導
電路としての電線３０の仕様を識別するための識別表示が外表面１０ａに設けられており
、第二プロテクタ２０が、電線３０が第二プロテクタ２０内における挿通経路全域にわた
って第一プロテクタ１０の内部に挿通された状態であり、かつ、内部に挿通された第一プ
ロテクタ１０の外表面１０ａの一部が目視可能な開口２２が形成されているので、開口２
２から第一プロテクタ１０の外表面１０ａに設けられた識別表示をとしての色を確認する
ことができるので、第二プロテクタ２０自体に内部に挿通する電線３０の仕様を識別する
ため識別表示を施す必要がなく、しかも、開口２２によって露出された部分において電線
３０が第一プロテクタ１０によって保護されるようになっているので、導電路としての電
線３０の仕様に応じた識別表示を施さなくても電線３０の仕様を容易に識別することがで
きるプロテクタを組み込むことによってコストを抑え、しかも、導電線３０の損傷を確実
に防ぐことができる
【００３１】
　また、本発明の実施例に係る導電路プロテクト構造１は、開口２２が第二プロテクタ２
０内における第一プロテクタ１０の挿通経路に沿った複数箇所に形成されているので、複
数の開口２２から第一プロテクタ１０の外表面に設けられた電線３０の識別表示としての
色を確認することができ、しかも、第二プロテクタ２０内に侵入した水を複数の開口２２
から排出することができ、さらには、第二プロテクタ２０を軽量化することができる。
【００３２】
　また、本発明の実施例に係る導電路プロテクト構造１は、電磁シールド部材４０として
の編組４０が第二プロテクタ２０内においても途切れることなく第一プロテクタ１０によ
って保護されることによって、第二プロテクタ２０に設けた開口２２を通しても外部に露
出されないようになっているため、第一プロテクタ１０の内部で編組４０の外表面が露出
された状態であっても、編組４０が損傷されることを防ぐことができ、結果的に、編組４
０の外表面を保護するための絶縁被覆を省略することができるので、電磁シールド部材を
用いたシールド電線の構成を簡略化することができる。
【００３３】
　なお、本発明の実施例に係る導電路プロテクト構造１は、第一プロテクタ１０としてコ
ルゲートチューブを用いるものを例示したが、これに限らず、内部に挿通した電線３０を
保護することができる筒状の部材であれば、その他のものを用いても構わない。例えば、
延在方向に沿って蛇腹部分と直管状部分とが混在する筒状のプロテクタを用いても構わな
い。
【００３４】
　また、本発明の実施例に係る導電路プロテクト構造１は、導電路が電線３０であるもの
を例示したがこれに限らず、導電路３０は、バスバーなど電気回路を形成するための導電
性部材であればその他の部材を用いても構わない。
【００３５】
　また、本発明の実施例に係る導電路プロテクト構造１は、第一プロテクタ１０の外表面
１０ａの色によって電線３０の仕様を識別するものを例示したが、その他の構成によって
識別するようにしても構わない。例えば、第一プロテクタ１０の外表面１０ａに設けられ
た模様、あるいは、立体形状によって識別するようにしても構わない。立体形状による識
別とは、より具体的には、第一プロテクタ１０の外表面１０ａに電線３０の仕様を識別す
るための凸部（立体形状）を設け、開口２２をその凸部が確認できる位置に形成すること
によって、開口２２から視える凸部によって識別することである。
【００３６】
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　以上、本発明者によってなされた発明を、上述した発明の実施例に基づき具体的に説明
したが、本発明は、上述した発明の実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱し
ない範囲において種々変更可能である。
【符号の説明】
【００３７】
　　１　　　導電路プロテクト構造
　　１０　　第一プロテクタ
　　１０ａ　外表面
　　２０　　第二プロテクタ
　　２０Ａ　本体
　　２０Ｂ　蓋
　　２０ａ、２０ｂ　壁
　　２１　　内部空間
　　２２　　開口
　　３０、３０Ｈ、３０Ｌ　電線（導電路）
　　３０ａ　導体部
　　３０ｂ　絶縁被覆部
　　４０　　編組（電磁シールド部材）
　　４０ａ　外表面
　　Ｓ　　　絶縁被覆
　　ＷＨ　　ワイヤハーネス

【図１】 【図２】
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